
■基準内・外手当について（逆引き）

①現場での作業に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

現場手当 乗船手当（船員など）
食事手当
出勤手当

坑内手当 危険手当
トンネル手当

坑内手当 危険手当
トンネル手当

突貫手当 残業手当
深夜手当
休日手当

残業手当 深夜手当
休日手当
代替手当

②休業に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

休業手当 荒天手当
○ 調整手当

雨天（休業）手当
休業手当 調整手当

有給休暇手当

週休２日手当
○

連続して休日労働した場合に支給される
手当

○

時間外、休日または深夜の労働に対して
支給される手当

○

仕事がないために労働者を休業させた場
合に支給される手当

○

週休２日の導入等の休日拡大に伴う休業
（労働日数の減少）に対して支給される手
当

　手当の基準内・外の区分にあたっては、以下の例を参考に、支給基準や支給実態等により判断して下さい。

　なお、以下に示す手当の名称は一応の目安であり、同じ名称の手当でも基準内手当の場合もあれば基準外手当の場
合もあります。名称のみでの判断はしないで下さい。

坑外作業関係職種以外の労働者が坑内
作業をした場合に支給される手当

坑内作業関係職種の労働者が坑内作業
をした場合に支給される手当

○

○

－

※（基本給又
は出来高給と
して加算して
下さい）

日給制または出来高給制の労働者が有給
休暇を取った場合に支給される手当

現場作業に対して支給される手当
（分類した職種に関する作業に対して支払
われる手当）

○

悪天候や発注者の工事中止命令等の不
可抗力による休業に対して支給される手
当



③職能に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

技能手当 技術手当
○ 資格手当

潜水手当
クレーン手当

役付手当 職長手当
管理職手当
監督手当
主任手当
世話役手当
管理手当
役職手当

役付手当 世話役手当
○

資格手当 奨励手当
職能手当
火薬手当
オペレータ手当
検定手当
調整手当

資格手当

④車両の運転に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

運転手当 安全手当
無事故手当
車両手当
重機回送手当
同乗手当

運転手当 送迎手当
○ 高速手当

労働者の送迎用車両の運転に対する手
当
（工事用重機の運転ではない）

分類した職種の作業を行うのに必要でな
い車両、機械等の運転・操作を行った場
合に、その業務量（日数・時間等）に応じ
て支給される手当

○

分類した職種の作業を行うのに必要でな
い車両、機械等の運転・操作を行った場
合に、その業務量（日数・時間等）に関係
なく一定額支給される手当

○

分類した職種の作業を行うのに必要でな
い資格であるが、有資格者が資格が必要
な業務を行った場合に、その業務量（日
数・時間等）に応じて支給される手当

○

分類した職種の作業を行うのに必要な資
格に応じて支給される手当 ○

「世話役」が設けられている職種で、「一般
技能労働者」に該当する労働者が世話役
業務を行った場合に、その業務量（日数・
時間等）に応じて支給される手当

○

「世話役」が設けられている職種で、「一般
技能労働者」に該当する労働者が世話役
業務を行った場合に、その業務量（日数・
時間等）に関係なく一定額支給される手
当

○

分類した職種の作業を行うのに必要な車
両、機械等の運転・操作に対して支給され
る手当

労働者の作業の熟練度（能力）に応じて支
給される手当

「世話役」が設けられている職種で、「世話
役」に該当する労働者に支給される手当

○

○

分類した職種の作業を行うのに必要でな
い資格であるが、有資格者が資格が必要
な業務を行った場合に、その業務量（日
数・時間等）に関係なく一定額支給される
手当

○

「世話役」が設けられていない職種で、「世
話役」に該当する労働者に支給される手
当



⑤工具損料等に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

工具手当

工具手当 工具損料

車両手当 マイカー手当

⑥勤務成績に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

精勤手当 皆勤手当
勤務評価手当
奨励手当

精勤手当 勤務評価手当
奨励手当

※臨時の給与 精勤手当 皆勤手当
勤務評価手当
奨励手当

⑦交通費に関する手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

通勤手当 交通費
運転手当
定期代

通勤手当 交通費
運転手当
車手当

遠隔旅費手当 出張手当
単身（赴任）手当

1ヶ月を超える期間の勤務成績の査定等
により支給される手当

－

時間外、休日または深夜の勤務成績の査
定等により支給される手当

○

1ヶ月以内の所定労働時間内の勤務成績
の査定等により支給される手当

○

○

労働者個人持ちのダンプ等の車両損料、
燃料等として支給される手当

○

労働者個人持ちの工具損料として支給さ
れる手当

○
潜水士の個人持ち潜水器損料として支給
される手当

○労働者の住居から、会社（事務所）または
現場までの交通機関等の実際費用に応じ
て支給される手当

会社から現場、あるいは現場から現場まで
の交通機関等の実際費用に応じて支給さ
れる手当

○

○

遠隔地での工事等で、労働者個人が立替
払いした旅費の支弁に当たる手当



⑧その他の手当

手当の内容 基準内手当 基準外手当 代表的な手当名称 類似の手当名称

家族手当 扶養手当
養育手当

住宅手当 借り上げ手当
持ち家手当

単身赴任手当 別居手当
赴任手当

赴任等手当 単身（赴任）手当

（一時金）
都市手当 物価手当

地域手当
へき地手当 山間地手当

地域手当
遠隔手当

所得税補助手当 保険手当
調整手当
基本給補助手当

研修手当 出張手当
講習手当

携帯電話手当 通信手当
電話代

除染手当

インフレ手当 物価対策手当

みなし残業手当 固定残業手当

時間外、休日又は深夜の労働に対する割
増賃金として支給される手当ではなく、基
本給を補填する性質をもつ手当

○

○

除染特別地域内で労働者が除染作業をし
た場合に支給される手当

○

○

急激な物価上昇（インフレ）を背景に、従
業員の生活支援を目的として支給される
手当

○

業務連絡のための携帯電話の通信料に
対して支給される手当

時間外、休日又は深夜の労働に対する割
増賃金として支給される手当

労働者が居住している住居の種類（借家、
持ち家の別）や実際費用等に応じて支給
される手当

○

労働者の技能向上のために行われる研修
の期間の日当保証、研修参加への奨励に
対して支給される手当

○

一般に賃金水準の高い都市部での就労
に対して支給される手当

○

扶養している家族のある労働者に対して
支給される手当

○

法令により負担すべき所得税（雇用保険
料、健康保険料、厚生年金保険料等を含
む）に対する補助として支給される手当
（就業規則、雇用契約書等に支給条件が
明記されている場合）

○

単身赴任期間中に継続して支給される手
当

○

○

○

労働者の赴任、帰省等に対して支給され
る手当

へき地での就労期間中に継続して支給さ
れる手当


